
岩手県議会訓令第１号 

事務局  

 岩手県議会事務局組織規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成26年３月31日 

岩手県議会議長 千 葉   伝  

   岩手県議会事務局組織規程の一部を改正する訓令 

 岩手県議会事務局組織規程（昭和44年岩手県議会訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （課の分掌事務） 

第３条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］ 

 認定任用担当の分掌事務 

 (１) 非常勤職員及び非常勤特別嘱託員の任免に関すること 

  。 

 (２)～(７) ［略］ 

２ 議事調査課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］ 

 政務調査担当の分掌事務 

 (１)～(14) ［略］ 

 （課の分掌事務） 

第３条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］ 

 認定任用担当の分掌事務 

 (１) 非常勤職員の任免に関すること。 

 

 (２)～(７) ［略］ 

２ 議事調査課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］ 

 政策調査担当の分掌事務 

 (１)～(14) ［略］ 

 （管理主幹） 

第６条 総務課に、必要に応じ、管理主幹を置く。 

２ 管理主幹は、上司の命を受け、事務局の事務管理、人事、

予算経理等に関する事項を処理し、又は事務局の企画に参画

する。 

 

（課長及び担当課長） 

第７条 ［略］ 

（課長及び担当課長） 

第６条 ［略］ 

（主任主査） 

第８条 ［略］ 

（主任主査） 

第７条 ［略］ 

（主査） 

第９条 ［略］ 

（主査） 

第８条 ［略］ 

（主任） 

第10条 ［略］ 

（主任） 

第９条 ［略］ 

（参事） 

第11条 ［略］ 

（参事） 

第10条 ［略］ 

（主幹） 

第12条 ［略］ 

（主幹） 

第11条 ［略］ 

（副主幹） 

第13条 ［略］ 

（副主幹） 

第12条 ［略］ 

（主任主事、主事その他の職員） 

第14条 課に、必要に応じ、主任主事、主事、運転技士、主任

衛視及び衛視を置く。 

（主任主事、主事及び運転技士） 

第13条 課に、必要に応じ、主任主事、主事及び運転技士を置

く。 



２ 主任主事、主事、運転技士、主任衛視及び衛視は、上司の

命を受け、事務、技術又は労務に従事する。 

２ 主任主事及び主事にあっては上司の命を受け、事務をつか

さどり、運転技士にあっては上司の命を受け、労務に従事す

る。 

（書記等の職） 

第15条 次長、総括課長、管理主幹、課長、担当課長、主任主

査、主査、主任、参事、主幹、副主幹、主任主事及び主事に 

（書記等の職） 

第14条 次長、総括課長、課長、担当課長、主任主査、主査、

主任、参事、主幹、副主幹、主任主事及び主事にあっては書 

あっては書記を、運転技士、主任衛視及び衛視にあっては書

記以外の職員をもって充てる。 

記を、運転技士にあっては書記以外の職員をもって充てる。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 
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